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目

次

訓

令

○
職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

…

�

○
技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

○
青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
九
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
１
の
項
中

｢
(技
能
主
事
)
｣

を
削
り
、

｢守
衛
｣

を

｢守
衛
(技
能
主
事
)
｣

に
、

｢○

○
業
務
の
｣

を

｢技
能
技
師
の
発
令
を
す
る
と
き
は
､
○
○
業
務
の
｣

に
改
め
、
同
表
６
の
項
中

｢○
○
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る
｣

を
削
り
、
同
表
10
の
項
中｢技

能
技
師
(技
能
主
事
)
｣

を

｢技
能
主
事
｣

に
、

｢技
能
主
事
(技
能
技
師
)
｣

を

｢技
能
技
師
｣

に
改
め
、
同
表
11
の
２
の

項
中

｢
(技
能
主
事
)
｣

を
削
り
、
同
表
27
の
４
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
の
付
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…

…
…

…
…
…
…
…
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技
能
労

務
職
員

に
再
任

用
す
る

場
合

氏
名

技
能
技
師
(技
能
主
事
)
(週
○
○
時
間
○
○
分
○

○
秒
勤
務
)
に
再
任
用
す
る

○
○
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る

○
○
部
○
○
課
勤
務
を
命
ず
る

任
期
は

年
月

日
ま
で
と
す
る

１
短
時
間
勤
務
の
職

の
場
合
は
､
１
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間

も
発
令
す
る
｡

２
○
○
業
務
の
区
分

は
､
こ
の
表
の
付
表

の
業
務
区
分
に
よ
る

も
の
と
し
､
各
業
務

の
職
務
の
内
容
は
､

当
該
付
表
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
｡

技
能
労

務
職
員

に
再
任

用
す
る

場
合

氏
名

技
能
主
事
(週
○
○
時
間
○
○
分
○
○
秒
勤
務
)
に

再
任
用
す
る

○
○
部
○
○
課
勤
務
を
命
ず
る

任
期
は

年
月

日
ま
で
と
す
る

氏
名

技
能
技
師
(週
○
○
時
間
○
○
分
○
○
秒
勤
務
)
に

再
任
用
す
る

○
○
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る

○
○
部
○
○
課
勤
務
を
命
ず
る

任
期
は

年
月

日
ま
で
と
す
る

１
短
時
間
勤
務
の
職

の
場
合
は
､
１
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間

も
発
令
す
る
｡

２
○
○
業
務
の
区
分

は
､
こ
の
表
の
付
表

の
業
務
区
分
に
よ
る

も
の
と
し
､
各
業
務

の
職
務
の
内
容
は
､

当
該
付
表
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
｡
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
の
備
考
の
１
の
第
二
号
中

｢及
び
技
能
主
事
の
う
ち
監
督
業
務
従
事
の
発
令
を
受
け
て

い
る
職
員
｣

を
削
り
、
同
１
の
第
三
号
中｢

(監
督
業
務
従
事
の
発
令
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除
く
｡
)
｣

を
削
り
、
同
備
考
の
２
中

｢､
汽
か
ん
業
務
従
事
又
は
潜
水
業
務
従
事
｣

を
削
り
、
同
備
考
の
３
中

｢そ
れ
ぞ
れ
の
｣

を

｢そ
の
者
の
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

｢

別
表
第
六
中

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

｣

｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
、

公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成25年３月29日 金曜日 号外第30号 �� �

業務区分 業 務 内 容

運転業務 自動車等の運転を行うこと｡

調理業務 調理を行うこと｡

看護補助業務 看護師の補助を行うこと｡

家畜業務 家畜の飼養管理を行うこと｡

農場業務 農作業を行うこと｡

技能業務 上記以外の技能的業務を行うこと｡

付表

５８
５８
５９
５９
６０
６０
６１

５７
５８
５８
５８
５９
５９
５９

７１
７１

７１
７１
７２
７２
７２
７２
７３
７３
７３
７４
７４
７４
７５
７５
７５

７０
７０
７０
７０
７０
７０
７０
７１
７１
７１
７１

７１
７１
７１
７１
７１
７１

７７
７８
７９
８０
８１
８２
８３
８４
８５
８５
８６
８６
８７
８７
８８
８８
８９

７６
７６
７６
７７
７７
７７
７７
７７
７８
７８
７８
７８
７８
７９
７９
７９
７９

３９
３９
３９
４０
４０
４０
４１
４１

４１
４２
４２
４２
４３
４３
４３

３８
３８
３９
３９
３９
３９
３９
４０
４０
４０
４０
４０
４１
４１
４１
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青
森
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程

(

昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
道
路
補
修
の
労
務
に
従
事
す
る
者
の
項
を
削
り
、
同
表
電
気
施
設
の
整
備
保
守
業
務
に

従
事
す
る
者
、
汽
か
ん
の
操
作
業
務
に
従
事
す
る
者
、
技
能
業
務
に
従
事
す
る
者
の
項
中

｢

電
気
施

設
の
整
備
保
守
業
務
に
従
事
す
る
者
、
汽
か
ん
の
操
作
業
務
に
従
事
す
る
者
、｣

を
削
り
、
同
表
あ

す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
又
は
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
の

｣

備
考
の
２
中

｢

の
う
ち
労
務
業
務
従
事｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成25年３月29日 金曜日 号外第30号�� �

汽
か
ん
の
操

作
業
務
に
従

事
す
る
者

電
気
施
設
の

整
備
保
守
業

務
に
従
事
す

る
者

看
護
師
の
補

助
業
務
に
従

事
す
る
者

作
業
帽

作
業
服

ズ
ツ
ク
靴

ゴ
ム
長
靴

作
業
帽

作
業
服

ズ
ツ
ク
靴

三
角
布

作
業
上
衣

白
ズ
ボ
ン

前

掛

ズ
ツ
ク
靴

一二一一 一二一 二二二二一

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

二
年

二
年

二
年

二
年

一
年

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

に
勤
務
す
る
職
員
の
み

看
護
師
の
補

助
業
務
に
従

事
す
る
者

三
角
布

作
業
上
衣

白
ズ
ボ
ン

前

掛

ズ
ッ
ク
靴

二二二二一

二
年

二
年

二
年

二
年

一
年
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


